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政策委員会第５回意見交換会
「どう使う？どう変わる？これからのＬＡＣ」
～弁護士費用保険の使い方を学ぼう～

今年度までに弁護士費用保険販売件数は約３０００万件に達します。ＬＡＣの制度は多くの弁護士にとって，ますます身近なものになっています。しかしこれが２０００年代になって初めて導入されたという経緯もあり，弁護士費用保険制度について，またその中でのＬＡＣの位置づけや課題について，多くの会員が十分に理解しているとは言えないと考えられます。
　最近では交通事故件数の減少も背景に，弁護士費用保険の対象は，中小企業や個人について発生する様々なタイプの紛争や交通刑事事件などに拡大しており、今後もこの傾向は続くと考えられます。ＬＡＣの利用頻度はいわゆる若手弁護士の方が多く，ＬＡＣ制度は将来の法律事務所経営に大きな影響を与える重要な制度です。

そこで、今回は、日弁連リーガル・アクセス・センター副委員長である瀬川武生先生（友新会）に講師をお願いし、ＬＡＣ制度の現状と課題について，また新しいタイプの弁護士費用保険について，勉強して意見交換を行いたいと思います。
記
１　日時　２０２０年（令和２年）１月２８日（水）１８時半から２０時半まで
２　場所　大阪弁護士会館１２階　１２０５号会議室
３　講師　瀬川武生先生（４８期・友新会）
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参加申込

政策委員会第５回意見交換会に参加します。
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